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今
般
の
司
法
改
革
は
、
’
九
九
七
年
一
一
月
、
自
民
党
が
司
法
制
度
特
別

調
査
会
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
’
九
九
九
年
七
月
に
は
、

「
は
じ
め
に

二
．
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
刑
事
法

の
改
正

Ｉ
公
判
前
整
理
手
続

Ⅱ
部
分
判
決
制
度

Ⅲ
被
害
者
参
加
制
度

三
．
裁
判
員
の
諸
権
利
と
裁
判
官
の
独
立

Ｉ
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由

Ⅱ
参
政
権

Ⅲ
裁
判
官
の
独
立

四
．
お
わ
り
に

目
次

は
じ
め
に

裁
判
員
制
度
に
関
す
る
憲
法
的
考
察

田
辺
①
三
色
の
Ｓ
ｃ
目
呂
】
皀
邑
①
已
己
の
』
の
■
『
二
己
呂
尽
昌
①
已
色
の
宗
の
少
閂
国
防
Ｚ
■
Ｚ
。
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
発
足
し
、
同
審
議
会
は
、
二
○
○
一
年
六
月
に
、

意
見
書
「
Ⅲ
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
」
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
裁

判
員
制
度
の
導
入
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
連
の
改
革
に
お
い
て
、
裁
判
員
制

度
の
創
設
は
、
い
わ
ば
第
一
の
目
玉
で
あ
ろ
う
。

同
制
度
に
付
い
て
は
、
二
○
○
九
年
五
月
ま
で
の
開
始
予
定
を
前
に
し
て

今
な
お
、
実
際
の
選
任
手
続
や
（
１
）
、
条
文
の
理
解
を
巡
り
、
混
乱
が
続
い

て
い
る
状
況
に
あ
る
。
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
（
以

下
、
『
裁
判
員
法
』
と
略
）
六
七
条
一
項
の
規
定
ｌ
「
前
条
第
一
項
の
評
議

に
お
け
る
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
は
、
裁
判
所
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
構
成
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
双
方
の
意
見
を
含
む
合
議
体
の

員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
」
ｌ
に
関
し
、
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
六
人
全

員
が
無
罪
を
、
裁
判
官
一
一
一
人
が
有
罪
を
主
張
す
る
場
合
、
評
議
不
成
立
と
も
、

無
罪
に
な
る
と
も
、
い
ず
れ
に
も
読
み
得
る
の
で
あ
る
（
２
）
。

最
高
裁
判
所
と
法
務
省
は
、
二
○
○
七
年
度
予
算
で
、
裁
判
員
制
度
の
「
広

報
啓
発
」
に
約
一
七
億
円
を
計
上
し
た
。
各
地
の
裁
判
所
、
検
察
庁
及
び
弁

護
士
会
が
、
同
制
度
の
周
知
徹
底
の
為
、
市
民
向
け
の
模
擬
裁
判
や
説
明
会

の
開
催
に
奔
走
す
る
様
は
、
新
聞
等
も
し
ば
し
ば
報
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

自
画
【
四
六
○
田
国
自
己
〆
夛
ｓ
←

石
川
多
加
子

一ハ一一一

平成１９年９月２８日受理



石川多加子：裁判員制度に関する憲法的考察 6９
る
（
３
）
。

二
○
○
七
年
一
月
に
は
、
最
高
裁
判
所
が
実
施
し
た
「
裁
判
員
制
度
全
国

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
、
共
催
の
新
聞
社
が
人
材
派
遣
会
社
等
に
依
頼
し
、
日
当

を
支
払
っ
て
参
加
者
を
募
っ
て
い
た
事
実
が
世
論
か
ら
非
難
を
浴
び
た
の
は
、

記
憶
に
新
し
い
（
４
）
。
ま
た
、
裁
判
員
制
度
専
用
法
廷
の
新
設
等
、
設
備
整

備
に
要
す
る
各
地
方
裁
判
所
の
改
修
費
は
約
二
二
○
億
円
で
あ
り
、
「
広
報
啓

発
」
費
と
併
せ
る
と
二
四
○
億
円
近
く
に
も
上
る
（
５
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
が
二
○
○
七
年
四
月
に
行
っ
た
調
査
に
お

い
て
は
、
裁
判
員
に
参
加
す
る
際
の
障
害
に
付
き
、
仕
事
へ
の
影
響
を
挙
げ

た
人
は
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
。
ま
た
、
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
人
の

人
生
を
左
右
す
る
よ
う
な
仕
事
で
精
神
的
負
担
が
重
い
」
と
し
、
ま
た
、
四

四
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
有
罪
、
無
罪
の
正
し
い
判
断
を
す
る
自
信
が
な
い
」
と

答
え
て
お
り
、
｜
般
有
権
者
の
中
で
は
、
「
裁
判
員
に
な
る
事
へ
の
心
理
的
抵

抗
感
」
が
未
だ
根
強
い
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
６
）
。

我
が
国
が
膨
大
な
経
費
と
労
力
を
費
や
し
な
が
ら
、
国
民
の
理
解
や
共
感

を
得
ら
れ
な
い
裁
判
員
と
い
う
制
度
に
つ
き
、
そ
も
そ
も
司
法
制
度
改
革
審

議
会
意
見
書
（
以
下
、
『
意
見
書
」
と
略
）
は
、
「
司
法
の
国
民
的
基
盤
を
さ

ら
に
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
す
べ
く
、
国
民
の
司
法
参
加
を
拡
充
す
る
た

め
の
方
策
」
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
広
く
一
般
の
国
民
が
、
裁

判
官
と
共
に
、
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協
働
し
、
裁
判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、

実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
制
度
」
と
位
置
づ
け
る
（
７
）
。

成
る
程
、
国
会
や
内
閣
に
比
し
、
裁
判
所
に
は
国
民
の
意
思
が
直
接
に
は
反

映
さ
れ
難
い
。
ま
た
、
職
業
的
裁
判
官
は
社
会
的
常
識
に
疎
い
か
ら
、
お
よ

そ
有
権
者
の
感
覚
と
は
か
け
離
れ
た
判
断
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
（
？
）
。

従
っ
て
国
民
の
司
法
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
健
全
な

司
法
運
営
に
資
す
る
結
果
に
も
繋
が
ろ
う
。
と
は
言
え
、
『
意
見
書
」
に
対
す

る
疑
問
ｌ
何
故
．
「
国
民
の
司
法
参
加
」
は
、
裁
判
員
制
度
の
実
施
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
国
民
は
、
事
実
認
定
の
み
な
ら
ず
、
法
令
の
適
用
や

量
刑
ま
で
（
裁
判
員
怯
六
条
一
項
）
、
強
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
１
１
は
、
氷
解
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
は
、
『
意
見
書
』
が
司
法
改
革
を
、
「
規
制
緩
和
等
の
経
済
構
造

改
革
等
」
と
同
列
に
見
て
い
る
こ
と
と
恐
ら
く
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
「
国
民
の
一
人
ひ
と
り
が
、
統
治
客
体
意
識
か
ら
脱
却
し
、
自
律
的
で

か
つ
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
統
治
主
体
と
し
て
、
互
い
に
協
力
し
な
が
ら
自

由
で
公
正
な
社
会
の
構
築
に
参
画
し
、
こ
の
国
に
豊
か
な
創
造
性
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
志
」
の
一
つ
の
具
体
化
と
し
て
の
裁
判
員
制
度

が
よ
っ
て
立
つ
の
は
（
８
）
、
自
由
主
義
・
競
争
原
理
の
思
想
で
あ
り
、
現
代

憲
法
が
目
指
す
弱
者
保
護
と
し
て
の
人
権
保
障
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い
。

近
時
、
同
制
度
に
関
し
て
、
反
対
論
や
違
憲
論
が
相
次
い
で
主
張
さ
れ
て

い
る
（
９
）
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
も
踏
ま
え
、
被
疑
者
及
び
被
告
人
、

裁
判
員
若
し
く
は
裁
判
員
資
格
者
の
基
本
的
人
権
と
い
う
観
点
か
ら
、
論
じ

て
い
き
た
い
と
思
う
。

註

（
１
）
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
六
年
一
一
月
一
八
日
、
二
○
○
七
年
五
月

二
四
日
。

（
２
）
東
京
新
聞
二
○
○
七
年
七
月
一
五
日
、
日
弁
連
ニ
ュ
ー
ス
’
’
一
一
一

号
〔
一
一
○
○
七
年
七
月
三
○
日
〕
。

（
３
）
例
え
ば
、
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
六
年
一
月
一
六
日
、
二
○
○
七

年
六
月
二
日
等
。

（
４
）
読
売
新
聞
二
○
○
七
年
一
月
一
一
一
○
日
。

（
５
）
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
六
年
一
月
一
一
一
日
、
二
○
○
七
年
一
月
一
一

三
日
。

（
６
）
日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
四
月
一
一
一
日
。

（
７
）
司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
意
見
書
ｌ
Ⅲ
世
紀
の
日
本
を
支
え
る

司
法
制
度
－
１
」
〔
二
○
○
一
年
六
月
一
一
一
日
〕
。

六

四
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し
か
も
裁
判
員
法
は
、
裁
判
員
に
よ
る
と
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
と
、
い

ず
れ
の
裁
判
を
選
ぶ
か
と
い
う
選
択
の
余
地
を
被
告
人
に
与
え
て
い
な
い
。

「
新
た
な
参
加
制
度
は
、
個
々
の
被
告
人
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
国
民
一

般
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
裁
判
制
度
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
が
故
に

導
入
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
訴
訟
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
被
告
人
が
、
裁

判
員
の
参
加
し
た
裁
判
体
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
て
裁
判
官

裁
判
員
が
担
当
す
る
事
件
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
殺
人
罪
（
刑
法
一
九
九

条
）
や
現
住
建
造
物
放
火
罪
（
同
法
一
○
八
条
）
を
初
め
（
表
１
参
照
）
、
「
死

刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
銅
に
当
た
る
罪
に
係
る
事
件
」
を
主
と
す

る
（
裁
判
員
法
二
条
一
項
）
。
そ
の
理
由
に
付
き
、
『
意
見
書
』
は
、
裁
判
員

制
度
の
「
円
滑
な
導
入
の
た
め
に
」
、
「
国
民
の
関
心
が
高
く
、
社
会
的
に
も

影
響
の
大
き
い
『
法
定
刑
の
重
い
重
大
犯
罪
」
か
ら
始
め
る
の
が
適
当
で
あ

る
と
し
て
い
る
（
１
）
。
し
か
し
、
「
法
廷
刑
の
重
い
重
大
犯
罪
」
に
限
定
す

る
こ
と
が
「
円
滑
な
導
入
」
に
結
び
つ
く
か
否
か
は
必
ず
し
も
断
じ
得
な
か

ろ
う
。
ま
た
た
と
え
、
百
歩
譲
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
に

保
障
さ
れ
る
適
正
手
続
や
（
憲
法
三
一
条
）
、
「
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公

開
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
（
同
法
三
七
条
）
を
担
保
に
し
て
ま
で
、
裁
判
員
制

度
の
「
円
滑
な
導
入
」
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
が
生
ず
る
。

〆■へ〆－，

９８
、－〆、－〆

『
前
掲
書
』
。

例
え
ば
、
西
野
喜
一
「
裁
判
員
制
度
の
正
体
』
〔
二
○
○
六
年
、
講

談
社
〕
、
高
山
俊
吉
『
裁
判
員
制
度
は
い
ら
な
い
』
〔
二
○
○
六
年
、

講
談
社
〕
、
井
上
薫
『
司
法
は
腐
り
人
権
滅
ぶ
」
〔
二
○
○
七
年
、
講

談
社
〕
。

二
．
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
刑

事
法
の
改
正

露
鮒
吐

表１ 罪名別に見た裁判員 数(平成１５年～１８年）

Ｉ
公
判
前
整
理
手
続

憲
法
一
一
三
条
は
、
「
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪

は
れ
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
同
法
一
一
一
七
条
一
項
は
、
’
’
’
二
条
を
受
け
、
「
す

べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開

の
み
に
よ
る
裁
判
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
認
め
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
た
『
意
見
書
」
の
結
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（
２
）
。
ち
な
み
に
旧
陪

審
法
で
は
、
法
定
陪
審
事
件
と
請
求
陪
審
事
件
の
二
種
類
を
定
め
、
前
者
に

付
い
て
は
辞
退
、
後
者
に
は
請
求
の
取
り
下
げ
を
認
め
て
い
た
の
と
は
大
き

な
違
い
で
あ
る
（
旧
陪
審
法
六
条
）
。
選
択
制
の
排
除
は
、
憲
法
三
一
一
条
及
び

三
七
条
が
被
告
人
に
保
障
す
る
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を

脅
か
す
こ
と
に
な
る
。

［
た件数である

つき複数の起

六
五

●

訴２上記事件数は，地方裁判所で受理した事件の概数である。同一被告人に‐
があった場合，起訴ごとにそれぞれ1件として計上している。

最高裁判所・裁判員制度ホームページ

http://www・saibanimcourts・gojp/introduction/pdl7zaimei-bﾋﾟlupd「
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裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
、
「
特
に
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
、

公
平
・
迅
速
・
公
開
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
明
示
し
」

て
い
る
（
３
）
。
こ
の
内
、
公
平
及
び
公
開
の
要
件
が
、
「
公
判
前
整
理
手
続
」

（
刑
事
訴
訟
法
一
一
二
六
条
の
一
一
’
一
一
一
一
六
条
の
一
一
七
）
の
遂
行
に
よ
り
、
欠

け
る
疑
い
の
生
ず
る
こ
と
を
、
ま
ず
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
方

で
、
裁
判
の
公
開
原
則
（
憲
法
八
二
条
一
項
）
と
い
う
司
法
の
重
要
原
理
を

も
侵
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

公
判
前
整
理
手
続
は
、
第
一
回
公
判
期
日
前
に
争
点
や
証
拠
を
整
理
す
る

も
の
で
（
図
１
参
照
）
、
了
第
一
回
公
判
期
日
の
前
か
ら
、
十
分
な
争
点
整

理
を
行
い
、
明
確
な
審
理
の
計
画
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
、
裁
判
所
の
主
催
に

よ
る
新
た
な
準
備
手
続
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
。
・
充
実
し
た
争
点
整
理
が
行

わ
れ
る
に
は
、
証
拠
開
示
の
拡
充
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
証
拠
開
示

の
時
期
・
範
囲
等
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
法
令
に
よ
り
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
準
備
手
続
の
中
で
、
必
要
に
応
じ
て
、
裁
判
所
が
開
示
の
要
否
に
付

き
裁
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
仕
組
み
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
た
「
意
見
書
』
の
提
言
に
基
づ
く
（
４
）
。
裁
判
員
制
度
導
入
後
、
同
制

度
の
対
象
事
件
に
お
い
て
は
、
実
施
が
義
務
的
と
な
る
。

同
手
続
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
が
出
頭
し
て
非
公
開
で
行
わ

れ
る
。
被
告
人
の
出
席
も
可
能
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
裁
判
員

は
参
加
し
な
い
。
問
題
は
、
公
判
開
始
前
に
、
「
訴
因
又
は
罰
条
を
明
確
に
さ

せ
」
又
、
「
公
判
期
日
に
お
い
て
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
主
張
を
明
ら
か

に
さ
せ
」
た
り
、
或
い
は
証
拠
調
べ
の
「
請
求
に
係
る
証
拠
に
つ
い
て
、
そ
の

立
証
趣
旨
、
尋
問
事
項
等
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
」
点
で
あ
る
（
同
法
三
一
六
条

の
五
）
。
本
来
、
こ
れ
ら
は
全
て
、
冒
頭
手
続
、
証
拠
調
べ
と
い
っ
た
公
判
期

日
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
公
開
の
法
廷
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

筈
で
あ
る
（
同
法
二
九
一
条
以
下
）
。
公
判
前
に
、
非
公
開
で
行
わ
れ
る
の
は
、

「
公
平
な
裁
判
所
」
及
び
「
公
開
裁
判
」
の
原
則
と
い
う
二
つ
の
憲
法
上
の
要
請

に
反
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

従
来
、
「
公
平
な
裁
判
所
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
｜
つ
は
、
「
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
の
公
平
さ
の
保
障
を
目
指

す
も
の
で
、
偏
頗
な
裁
判
を
す
る
虞
れ
の
あ
る
裁
判
所
構
成
員
を
除
外
し
て

適
法
に
構
成
さ
れ
た
裁
判
所
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
除
斥
・
忌
避
・
回
避
の

制
度
（
刑
事
訴
訟
法
二
○
－
一
一
六
条
、
刑
事
訴
訟
規
則
一
一
一
一
条
）
を
そ
の
具
体

化
と
す
る
。
裁
判
員
制
度
に
お
い
て
も
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
被
告
人
や

被
害
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
者
に
付
き
、
裁
判
員
と
な
れ
な
い
旨
の
規
定

が
あ
る
（
裁
判
員
法
一
七
条
）
。
又
も
う
一
つ
は
、
「
裁
判
所
の
構
成
上
の
公

平
を
要
請
す
る
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
手
続
の
構
成
に
つ
い
て
も
裁
判
所
の
公

正
さ
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
」
と
解
し
て
、
起
訴
状
一

本
主
義
（
同
法
二
五
六
条
）
の
採
用
を
指
摘
す
る
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

公
平
な
裁
判
所
と
は
、
「
裁
判
官
に
事
件
に
つ
い
て
予
断
と
偏
見
を
持
た
せ
な

い
手
続
」
と
、
「
裁
判
所
に
第
三
者
性
を
保
障
す
べ
く
、
当
事
者
主
義
的
な
手

続
」
の
両
方
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
（
５
）
。
適
正
手
続
（
憲
法

歴ヨ

ヰ
公判前整理手続

蝋:蟹
Ⅲ裁判員の選任手続’
田

一ハーハ

図１公判前整理手続に付された訴訟
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三
一
条
）
を
徹
底
す
る
意
味
に
お
い
て
、
後
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
憲
法
一
一
一
七
条
一
項
が
「
予
断
と
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
た
第
三
者

的
裁
判
所
」
た
る
公
平
な
裁
判
所
を
要
求
し
て
い
る
以
上
（
６
）
、
公
判
前
整

理
手
続
の
採
用
は
、
憲
法
に
反
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。
裁
判
官
が
公
判
開
始

前
に
既
に
一
定
の
判
断
を
形
成
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
為
に
、
刑
事
被
告

人
の
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
の
で
あ
る
。
『
意
見
書
』
は
、

同
手
続
の
創
設
に
当
た
り
、
「
予
断
排
除
の
原
則
と
の
関
係
に
も
配
慮
し
」
と

し
て
い
る
が
、
実
効
性
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。

ま
た
、
公
判
前
整
理
手
続
の
実
施
に
よ
り
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
権
及
び

証
人
喚
問
請
求
権
が
制
限
さ
れ
兼
ね
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。

憲
法
三
七
条
一
一
項
は
、
「
刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
、
審
問

す
る
機
会
を
充
分
に
与
へ
ら
れ
、
又
、
公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
手
続
に

よ
り
証
人
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
る
が
、
こ
れ
は
、
被
告
人
に

と
っ
て
不
利
な
証
言
を
す
る
証
人
に
対
し
て
は
十
全
に
反
論
す
る
機
会
を
、

他
方
、
有
利
な
証
言
を
す
る
証
人
に
付
い
て
は
裁
判
所
に
喚
問
す
る
よ
う
請

求
し
得
る
権
利
を
保
障
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
手
続
に
従
う
と
、

証
拠
開
示
の
範
囲
が
広
が
り
、
又
、
公
判
開
始
後
の
証
拠
の
追
加
は
制
限
を

受
け
る
。
し
か
も
、
「
裁
判
員
に
と
っ
て
審
理
を
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る

た
め
、
公
判
は
可
能
な
限
り
連
日
、
継
続
し
て
開
廷
し
」
（
５
）
、
「
平
均
三
日

程
度
、
大
半
の
事
件
で
一
週
間
以
内
の
判
決
が
目
標
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
６
）
。
要
す
る
に
、
公
判
前
整
理
手
続
を
経
て
、
一
一
一
’
七
日
で
公
判
は
終
了

し
、
判
決
の
言
い
渡
し
が
あ
る
。
こ
の
極
め
て
短
期
間
の
後
に
、
新
た
な
証

拠
が
出
現
す
る
可
能
性
は
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
裁
判
員
制
度
と
公
判
前
整
理
手
続
は
、
刑
事
裁
判
の
迅
速
化
ば

か
り
を
強
調
し
、
公
正
な
裁
判
と
い
う
本
来
的
な
要
請
を
排
除
す
る
内
容
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
裁
判
の
公
正
性
と
迅
速
性
は
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
。
裁
判
が
長
期
化
す
る
と
、
被
告
人
や
被
害
者
側
の
精
神
的
・

経
済
的
負
担
が
増
す
ば
か
り
で
な
く
、
関
係
者
の
記
憶
が
薄
れ
又
は
証
拠
が

Ⅱ
部
分
判
決
制
度

次
に
、
「
部
分
判
決
制
度
」
も
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
脅
か
す

可
能
性
が
あ
る
。
同
制
度
は
、
「
裁
判
所
に
同
一
被
告
人
に
対
す
る
複
数
の

事
件
が
係
属
し
た
場
合
に
、
裁
判
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
部
の
事

件
を
区
分
し
、
区
分
し
た
事
件
ご
と
に
裁
判
員
を
選
任
し
て
審
理
し
、
有
罪
・

無
罪
を
判
断
す
る
部
分
判
決
を
し
た
上
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
の
加

わ
っ
た
合
議
体
が
、
こ
れ
以
外
の
被
告
事
件
を
審
理
し
、
併
合
事
件
の
全
体

に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
制
度
」
で
あ
る
（
『
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
’
’
○
○
七
年
五
月
三
○
日
公

布
・
施
行
）
。

例
え
ば
、
被
告
人
が
二
人
を
殺
害
し
た
場
合
、
Ａ
事
件
．
Ｂ
事
件
ご
と
に

裁
判
員
を
選
任
す
る
。
Ａ
事
件
の
裁
判
員
は
、
Ａ
事
件
に
付
き
有
罪
か
無
罪

か
だ
け
を
判
断
し
て
（
部
分
判
決
）
、
任
務
を
負
え
る
。
次
に
、
Ｂ
事
件
の
裁

判
員
が
、
Ｂ
事
件
の
事
実
認
定
を
行
っ
た
上
で
、
引
き
継
い
だ
Ａ
事
件
の
部

分
判
決
と
併
せ
て
、
全
体
の
量
刑
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
職
業

裁
判
官
は
、
全
事
件
を
通
し
て
、
裁
判
を
担
当
す
る
（
図
２
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
制
度
に
対
し
て
は
、
「
裁
判
員
が
す
べ
て
の
審
理
は
見
ず
に
量

刑
を
決
め
る
こ
と
を
不
安
視
す
る
」
の
が
当
然
で
あ
る
（
７
）
。
Ｂ
事
件
の
裁

判
員
は
、
Ａ
事
件
の
公
判
に
立
ち
会
わ
ず
、
証
拠
も
知
ら
ず
、
た
だ
Ａ
事
件

の
部
分
判
決
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
被
告
人
に
科
す
べ
き
適
正
な
刑
罰
を
判

断
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
事
件
の
全
容
を
確
知
し
な
い
裁
判
員
が
量
刑
を
決

散
逸
し
た
り
し
て
、
公
正
な
裁
判
が
望
め
得
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
公
正
な

裁
判
を
実
現
す
る
一
つ
の
手
立
て
と
し
て
迅
速
性
が
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
て
、

迅
速
な
裁
判
を
追
求
す
る
余
り
、
公
正
性
が
犠
牲
に
な
る
と
し
た
な
ら
、
本

末
転
倒
と
言
う
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
手
続
は
、
裁
判
員
が

担
当
し
な
い
事
件
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

六
七
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西
野
喜
一
教
授
は
、
Ａ
事
件
は
有
罪
と
し
た
の
に
、
Ｂ
事
件
で
は
無
罪
と

な
っ
た
場
合
に
露
呈
す
る
部
分
判
決
制
度
の
「
矛
盾
」
を
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
事
件
の
裁
判
員
は
、
「
Ａ
事
件
の
証
拠
を
全
然
見

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
、
Ａ
事
件
の
裁
判
員
が
「
有
罪
と
言
っ
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
で
被
告
人
は
有
罪
だ
と
し
て
そ
の
刑
を
宣
告
す
る
わ
け
で
す
。

こ
ん
な
ふ
う
に
証
拠
に
基
づ
か
な
い
で
決
め
た
判
決
で
納
得
す
る
被
告
人
が

い
る
で
し
ょ
う
か
」
（
８
）
。

こ
の
「
珍
無
類
の
リ
レ
ー
裁
判
」
は
、
公
判
前
整
理
手
続
と
同
様
、
裁
判

員
の
拘
束
日
数
を
短
縮
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
正
に
、
「
証
拠
調
べ
の
結

果
を
判
断
者
全
員
で
共
有
し
、
討
議
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
適
正
な
認
定

め
得
る
の
は
、
被
告
人
の
「
公
平
な
裁
判
所
」
で
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵

害
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ａ碩件の起脈Ｂ四件の起所

乳母３１午腔ひＢ凪f午1こつ声mEfl面1の型13受の闇

図２部分判決制度における手続のイメージ

法務省http://www､mQj・go/ＳＡＩＢＡＮＩＮ/Kaisei/ｈｔｍｌより掲載

Ⅲ
被
害
者
参
加
制
度

さ
ら
に
、
二
○
○
八
年
に
開
始
予
定
の
「
被
害
者
参
加
制
度
」
も
同
じ
く
、

裁
判
の
公
正
性
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。
同
制
度
は
、
二
○
○
七
年
六
月
、

第
一
六
六
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益

の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
基
づ

き
、
裁
判
員
が
担
当
す
る
事
件
の
他
、
強
姦
罪
等
（
刑
法
一
七
六
－
’
七
八
条
）
、

業
務
上
過
失
致
死
傷
（
同
法
二
一
一
条
一
項
）
、
逮
捕
監
禁
罪
（
同
法
一
一
一
一
○

条
）
、
誘
拐
罪
等
（
同
法
一
一
一
一
四
’
一
三
七
条
）
に
関
し
、
裁
判
所
に
参
加
を

申
し
出
た
被
害
者
や
そ
の
遺
族
等
に
、
公
判
へ
の
出
席
、
情
状
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
の
証
人
に
対
す
る
尋
問
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
、
証
拠
調
べ

終
了
後
の
意
見
陳
述
（
求
刑
を
含
む
）
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
（
図
３
参
照
）
。

同
制
度
に
よ
っ
た
場
合
、
被
害
者
参
加
人
た
る
被
害
者
ら
は
、
「
法
廷
で
検
察

官
の
脇
に
席
を
設
け
ら
れ
、
被
告
に
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
直
接
質
問
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
被
害
者
ら
が
検
察
官
と
異
な
る
量
刑
を
提
示
す
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
る
（
Ⅲ
）
。

刑
事
訴
訟
法
は
既
に
、
二
○
○
○
年
の
改
正
に
よ
り
、
「
被
害
者
等
の
意
見

陳
述
制
度
」
を
導
入
し
て
い
る
。
公
判
期
日
、
被
害
者
等
に
、
事
件
に
関
す

る
意
見
の
陳
述
を
な
さ
し
む
る
も
の
で
あ
り
（
刑
事
訴
訟
法
二
九
一
一
条
の
二
）
、

被
害
者
参
加
制
度
は
、
「
被
害
者
等
の
生
の
声
を
被
告
人
に
伝
え
る
」
手
段
を

更
に
拡
充
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
（
Ⅱ
）
。

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
経
済
的
補
償
や
医
療
支
援
が
重
要
な
課
題
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
、
刑
事
被
告
人
は
、
憲
法
に
規
定
す
る
人
身

の
自
由
の
各
条
項
と
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
刑
事
諸
法
令
に
よ
っ
て
手
厚
く

保
護
さ
れ
る
一
方
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
保
障
に
つ
い
て
は
省
み
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
被
害
者
等
の
意
見
陳
述
制
度
の
創
設

を
す
る
こ
と
よ
り
、
裁
判
員
に
過
重
な
負
担
を
負
わ
せ
な
い
方
が
重
要
だ
と

い
う
発
想
で
で
き
て
」
い
る
の
で
あ
る
（
９
）
。

六
八
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し
か
し
な
が
ら
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
保
護
と
、
裁
判
へ
の
参
加
は
、

全
く
異
質
な
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
あ
く
ま
で
社
会
権
的
発
想
か
ら
議
論
す

べ
き
で
あ
り
、
言
わ
ば
社
会
福
祉
・
社
会
保
障
の
一
領
域
と
し
て
捉
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
等
の
裁
判
へ
の
関
与
は
、
実
質
的
に
彼
等
の
主
観

を
量
刑
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
ｌ
ｌ
恐
ら
く
多
く
の
場
合
は
厳
罰
化
１
１
を
意

味
す
る
。
一
九
九
九
年
四
月
に
山
口
県
光
市
で
起
き
た
母
子
殺
害
事
件
の
差

し
戻
し
控
訴
審
に
お
い
て
、
被
害
者
の
家
族
が
被
告
人
に
対
し
、
「
君
の
犯
し

た
罪
は
万
死
に
値
す
る
。
命
を
も
っ
て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
陳
述

し
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
（
、
）
。
罪
刑
が
、
客
観
的
に
見
て
均
衡
が

定律と

峯溌､蕊
○ユョ

問○の○保
年護

[論告求刑でをあ図
意，⑪凍述り､二
．

ｆｉ
藻
本関

図３被害者参加の公判迭す
のる

制法

取
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
当
然
の
要
請
で
あ

る
。
報
復
感
情
の
充
足
Ⅲ
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
保
障
と
い
う
考
え
方
は
、

近
代
刑
法
の
原
則
に
も
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
一
一
一
一
条
及
び
三
七
条
一

項
か
ら
、
断
じ
て
是
認
し
得
な
い
。

と
り
わ
け
、
裁
判
員
が
参
加
す
る
事
件
に
お
い
て
は
、
「
公
平
な
裁
判
所
」

の
維
持
に
付
い
て
は
、
危
倶
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
参
審
制
を
採
用
し
て

い
る
ド
イ
ツ
で
、
参
審
員
の
中
立
性
に
関
し
、
「
市
民
は
裁
判
官
に
比
べ
て
感

情
に
流
さ
れ
や
す
く
、
第
一
印
象
で
結
論
を
決
め
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。

権
限
の
大
き
さ
に
見
合
っ
た
能
力
を
備
え
た
人
は
多
く
な
い
」
と
い
う
意
見

が
あ
る
が
（
、
）
、
我
が
国
に
も
同
じ
状
況
が
あ
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
殺
人
犯
に
科
す
刑
罰
に
関
し
、
裁

判
官
と
比
し
て
、
市
民
の
方
が
重
罰
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
既
に
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
旧
）
。
ま
た
、
二
○
○
七
年
九
月
初
め
、
前
記
の
母

子
殺
害
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
橋
下
徹
弁
護
士
が
テ
レ
ビ
出
演
し
た
際
に
、
視

聴
者
に
対
し
、
被
告
人
の
弁
護
士
へ
の
懲
戒
請
求
を
訴
え
る
発
言
を
し
た
。

放
送
後
、
そ
れ
に
応
じ
る
形
で
、
広
島
県
等
の
弁
護
士
会
に
、
四
○
○
○
件

以
上
の
同
請
求
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
（
川
）
。
こ
れ

ら
の
事
実
は
、
少
な
か
ら
ぬ
〃
感
情
に
流
さ
れ
や
す
い
市
民
〃
の
存
在
を
端

的
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
犯
罪
被
害
者
等
の
側
も
、
被
害
者
参
加
制
度
に
対
し
て
は
、
決
し

て
諸
手
を
上
げ
て
賛
成
と
い
う
意
見
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
被
害
者
と
司
法
を

考
え
る
会
」
（
代
表
片
山
徒
有
氏
）
は
、
二
○
○
七
年
一
一
一
月
に
長
勢
甚
遠
法
務

大
臣
（
当
時
）
及
び
法
務
省
刑
事
局
長
に
宛
て
た
要
望
書
の
中
で
、
被
害
者

参
加
制
度
に
付
き
、
「
検
察
官
と
共
に
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
客
観

的
な
裁
判
の
信
頼
性
、
公
平
性
の
確
保
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
、
被
害
者
の
被
害
者
と
し
て
振
る
舞
う
自
由
を

制
限
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
被
害
者
に
負
わ
せ
る
こ

と
も
ま
た
新
た
な
被
害
と
な
る
の
で
す
」
と
説
明
し
て
い
る
（
脳
）
。

六

九
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グー、〆向へグー、／￣、〆￣、

＝９８７６
、＝〆、-〆、－〆、=〆、.－

グー、〆￣、〆￣、〆￣へ

１８１７１６１５
、-〆、＝〆、－〆、＝〆

〆■、〆￣、

５４
、－〆、－〆

（
２
）

（
３
）

（
１
）

西
野
『
前
掲
書
』
’
’
八
’
二
九
頁
。

日
本
経
済
新
聞
２
０
０
７
年
９
月
２
１
日
。

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
六
月
一
日
。

日
本
弁
護
士
連
合
会
「
被
害
者
の
参
加
制
度
新
設
に
関
し
慎
重
審

議
を
求
め
る
会
長
談
話
」
〔
二
○
○
七
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
、
日
弁
連
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
。

彦
目
姜
喜
三
三
国
の
貝
の
ョ
・
・
且
已
這
・
旨
・
二
言
己
の
ミ
ニ
］
凶
・
言
己
｜

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
八
月
一
五
日
。

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
六
年
一
一
一
月
一
六
日
。

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
九
月
九
日
。

声
耳
百
三
く
一
○
ニ
ョ
ン
ロ
ロ
｜
シ
ミ
。
。
『
嗅
ぐ
宣
言
望
。
こ
い
の
口
Ｃ
ｓ
＆
ヨ
セ
ニ

註

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
前
掲
書
」
。
樋
口
陽
一
Ⅱ
佐
藤
幸
治
Ⅱ
中

村
睦
男
Ⅱ
浦
部
法
穂
共
著
「
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
」
二
九
八
四
年
、

青
林
書
院
新
社
〕
七
六
九
頁
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
意
見
書
』
。

樋
口
陽
一
Ⅱ
佐
藤
幸
治
Ⅱ
中
村
睦
男
Ⅱ
浦
部
怯
穂
共
著
『
注
釈
日
本

国
憲
法
上
巻
』
二
九
八
四
年
、
青
林
書
院
新
社
〕
七
六
九
頁
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
前
掲
書
」
。

芦
部
信
喜
編
『
憲
法
Ⅲ
人
権
（
２
）
』
〔
１
９
８
１
年
、
有
斐
閣
］

’
八
六
頁
。

芦
部
編
『
前
掲
書
』
’
八
六
頁
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
前
掲
書
」
。

日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
五
年
一
○
月
三
○
日
。

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
六
年
一
一
月
一
一
一
日
。

西
野
喜
一
『
裁
判
員
制
度
の
正
体
』
〔
二
○
○
七
年
、
講
談
社
〕
、

西
野
喜
一
ヲ

一
九
ペ
ー
ジ
。

周
知
の
通
り
、
有
権
者
で
あ
れ
ば
裁
判
員
と
し
て
の
被
選
任
資
格
を
有
す

る
（
裁
判
員
怯
一
三
条
）
。
ま
ず
、
毎
年
一
一
一
月
に
有
権
者
名
簿
の
中
か
ら
く

じ
引
き
で
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
（
同
法
一
一
三
条
）
。
次
い

で
、
六
週
前
頃
に
は
対
象
事
件
毎
に
五
○
－
’
○
○
人
程
度
の
候
補
者
を
く
じ

引
き
で
選
定
す
る
（
同
法
二
六
条
）
。
更
に
、
選
任
手
続
当
日
の
午
前
、
候
補

者
を
呼
び
出
し
て
（
同
法
二
七
条
）
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
出
席
の
下
（
同
法

一
一
一
二
条
）
、
裁
判
長
に
よ
っ
て
質
問
を
行
い
（
同
法
一
一
一
四
条
）
、
事
件
毎
に
六

人
の
裁
判
員
の
選
任
を
決
定
す
る
（
同
法
三
七
条
）
。
同
日
午
後
よ
り
、
初
公

判
と
な
る
（
図
４
参
照
）
。
事
件
に
関
す
る
不
適
格
事
由
の
他
（
同
法
一
七
条
）
、

欠
格
事
由
（
同
法
一
四
条
）
、
就
職
禁
止
事
由
（
同
法
一
五
条
）
、
辞
退
事
由

（
同
法
一
六
条
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
裁
判
員
と
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
選
任
の
過
程
と
、
裁
判
員
と
し
て
の
職
責
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
資

格
者
及
び
裁
判
員
の
人
権
を
侵
害
す
る
種
々
の
疑
い
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
幸
福
追
求
権

裁
判
員
法
一
六
条
は
、
辞
退
の
申
し
立
て
に
関
し
、
七
○
歳
以
上
の
者
や

学
生
、
重
病
人
等
の
事
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
「
従
事
す
る
事
業
に
お
け
る
重

要
な
用
務
」
や
「
社
会
生
活
上
の
重
要
な
用
務
」
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
事

例
を
意
味
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
二
○
○

七
年
五
月
、
東
京
地
方
裁
判
所
が
行
っ
た
模
擬
選
任
手
続
で
は
、
辞
退
事
由

と
し
て
、
「
妻
の
出
産
予
定
日
」
・
「
海
外
出
張
が
あ
る
」
・
「
期
間
中
に
開
か
れ

る
会
議
の
意
見
書
の
取
り
ま
と
め
責
任
者
」
・
「
ち
ょ
う
ど
異
動
時
期
で
業
務

の
引
き
継
ぎ
が
多
忙
」
等
は
認
め
ら
れ
た
。
｜
方
、
二
カ
月
後
に
海
外
留
学

を
控
え
準
備
に
忙
し
い
」
・
「
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
授
業
が
あ
る
」
と

い
う
理
由
は
受
け
容
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
（
１
）
、
辞
退
希
望
を
是
認
す
る
か
否

三
．
裁
判
員
の
諸
権
利
と
司
法
権
の
独
立

七
○
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〔裁判員候補者予定者名簿の調製〕

|/鬘欝委員会が選挙人名簿から<［
〔裁判員候補者者名簿の調製〕

l蕊iii鍵;i1jf1lii由等に該当する者②
〔裁判員候補者への通知〕

1／
〔裁判員候補者の呼出し〕

↓鶚曇当する者に付ては呼■
〔裁判員選任手続〕

l霧'鶴j霊,:鯨
〔裁判員の選任決定〕

し
〔公判〕

図４裁判員の選任手続

憲
法
上
第
一
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
思
想
や
良
心
に
基

づ
く
場
合
に
付
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
憲
法
は
、
’
九

条
で
、
思
想
及
び
良
心
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
「
人
の
人
生
を
左
右
す

る
よ
う
な
仕
事
で
精
神
的
負
担
が
重
い
」
、
或
い
は
、
「
有
罪
、
無
罪
の
正
し

い
判
断
を
す
る
自
信
が
無
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
裁
判
員
に
な
り
た
く
な
い

と
訴
え
て
も
（
１
）
、
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
主
張
は
正
に
、

思
想
や
良
心
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
憲
法
一
九
条
に

触
れ
よ
う
し
、
同
時
に
幸
福
追
求
権
を
も
侵
害
す
る
。
ま
た
、
宗
教
上
の
理

由
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
同
時
に
、
信
教
の
自
由
を
も
害
す
る
の
で
あ
る

（
憲
法
二
○
条
一
項
）
。

か
の
判
断
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
が
か
な
り
働
く
も
の
と
推
察
し
得
る
。

前
年
三
月
頃

一
六
週
間
前
頃

選
任
手
続
当
日

Ⅱ
参
政
権

先
に
見
た
よ
う
に
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
、
二
般
の
国
民
が
、
裁
判
の

過
程
に
参
加
し
、
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
よ
り
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
」
り
、
「
国
民
の
た
め
の
司
法
を
国
民
自
ら
が
実
現
し
支
え
て
い

く
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
５
）
。
「
国
民
の
司
法
参
加
」
促
進
の
為
の
一
手
段

が
裁
判
員
制
度
の
創
設
だ
と
言
う
な
ら
、
裁
判
員
に
就
任
し
、
そ
の
任
務
を

行
う
の
は
、
参
政
権
の
行
使
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

裁
判
員
制
度
を
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
対
す
る
国
民
審
査
権
と
同
様
（
憲

法
七
九
条
一
・
二
・
一
一
一
・
四
項
）
、
司
法
府
へ
の
参
政
権
を
保
障
し
た
も
の
と

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
は
、
裁
判
員
の
選
任
方
法
・
裁
判
員
の

義
務
等
に
付
い
て
、
「
裁
判
員
選
任
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
裁
判

所
か
ら
召
喚
を
受
け
た
裁
判
員
候
補
者
は
出
頭
義
務
を
負
う
こ
と
と
す
べ
き

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
２
）
。
そ
し
て
、
裁
判
員
法
は
、
「
実
効
性
を
確
保

す
る
た
め
に
」
、
選
任
手
続
・
公
判
期
日
へ
の
不
出
頭
に
対
し
て
、
「
十
万
円

以
下
の
過
料
」
を
科
し
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
法
一
一
二

条
）
。
ま
た
、
選
任
手
続
時
の
質
問
に
対
す
る
陳
述
拒
否
、
虚
偽
の
陳
述
に
も

罰
金
若
し
く
は
過
料
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
選
任
手
続
に
先
立
っ
て

送
付
さ
れ
た
質
問
票
へ
の
虚
偽
記
載
に
付
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
同
法
二

一
・
二
一
一
条
）
。

裁
判
員
候
補
者
に
良
心
的
拒
否
を
認
め
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
罰
則
を

も
っ
て
裁
判
員
の
任
務
を
強
制
す
る
の
は
、
憲
法
一
八
条
が
禁
ず
る
「
そ
の

意
に
反
す
る
苦
役
」
を
服
さ
せ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
裁
判
員
制
度
を
「
二
一
世
紀
の
赤
紙
召
集
」
と
称
す

る
の
は
正
当
で
あ
る
（
３
）
。
ま
た
、
西
野
教
授
が
「
現
代
の
赤
紙
」
を
免
れ

る
具
体
的
な
策
を
教
示
し
て
い
る
の
は
、
徴
兵
令
の
布
告
（
’
八
七
三
年
）

か
ら
同
令
の
改
正
二
八
八
九
年
）
頃
ま
で
い
わ
ゆ
る
徴
兵
逃
れ
の
手
引
書

が
多
く
出
版
さ
れ
た
と
い
う
状
況
に
相
似
し
て
お
り
（
４
）
、
肝
胆
寒
い
。

七
一
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考
え
る
と
、
欠
格
事
由
及
び
就
職
禁
止
事
由
の
規
定
が
問
題
と
な
る
。
裁
判

員
法
一
四
条
は
、
義
務
教
育
未
修
了
者
、
心
身
の
故
障
が
あ
る
者
と
並
ん
で
、

「
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
」
を
欠
格
者
と
し
て
、
裁
判
員
に
な
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
、
以
降
、
司
法

権
に
対
す
る
参
政
権
の
行
使
が
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
公
職
選
挙
法
は
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
と
し
て
、

成
年
被
後
見
人
の
他
、
「
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
の
者
」
と
「
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
な
く
な
る
ま
で
の
者
（
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）
」
、
収
賄
罪
等
「
に
よ

り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受

け
た
者
で
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
ま
た
は
そ
の
執
行
猶
予
中
の
者
」
及
び
選
挙
犯
罪

等
で
処
罰
さ
れ
た
者
を
定
め
て
い
る
（
同
法
一
一
条
．
一
一
五
二
条
）
が
、
い

ず
れ
も
期
間
を
限
定
し
て
い
る
。
犯
罪
に
関
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
選
挙

権
及
び
被
選
挙
権
は
、
以
後
生
涯
に
渡
っ
て
行
使
し
得
な
い
訳
で
は
な
く
、

「
停
止
」
す
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

公
職
選
挙
法
の
定
め
と
比
較
し
て
も
、
裁
判
員
法
一
四
条
二
号
の
規
定
は
、

「
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
」
の
裁
判
員
就
任
権
を
不
当
に
制
限
す

る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
裁
判
員
と
な
る
権
利
は
、
公
務
員
の
選
定
罷
免
権
・

被
選
挙
権
（
憲
法
一
五
条
）
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
員

制
度
が
「
国
民
の
司
法
参
加
」
を
目
的
と
し
て
謡
う
以
上
、
裁
判
員
に
選
任

さ
れ
て
そ
の
職
権
を
行
う
の
も
ま
た
、
実
質
に
お
い
て
相
違
は
な
い
。
参
政

権
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
憲
法
一
五
条
一
項
と
国
民
主
権
の
原
理
か
ら
、
十

全
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
禁
銅
以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
理
由
で
終
身
参
政
権
を
剥
奪
す
る
条
項
は
、
憲
法

一
五
条
一
項
に
反
す
る
と
と
も
に
、
不
合
理
な
差
別
に
当
た
る
か
ら
、
同
法

四
条
に
違
反
す
る
。

そ
も
そ
も
、
真
の
「
刑
事
司
法
制
度
の
改
革
」
実
現
に
は
、
裁
判
や
犯
罪

に
関
わ
っ
た
者
の
考
え
が
む
し
ろ
、
有
用
で
あ
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
が
掲
げ
る
刑
事
司
法
の
目
的
ｌ

「
公
共
の
福
祉
の
維
持
と
個
人
の
基
本
的
人
権
の
保
障
を
全
う
し
つ
つ
、
的

確
に
犯
罪
を
認
知
・
検
挙
し
、
公
正
な
手
続
を
通
じ
て
、
事
案
の
真
相
を
明

ら
か
に
し
、
適
正
か
つ
迅
速
に
刑
罰
権
の
実
現
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会

の
秩
序
を
維
持
し
国
民
の
安
全
な
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
」
ｌ
で
は
（
６
）
、

秩
序
維
持
を
第
一
義
と
捉
え
て
お
り
、
公
正
な
裁
判
の
担
保
や
人
身
の
自
由

保
障
と
い
っ
た
憲
法
上
の
要
請
は
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
○
○
七
年
八
月
に
最
高
裁
判
所
が
公
表
し
た
試
算
に
よ
る

と
、
一
年
間
に
裁
判
員
と
し
て
選
任
さ
れ
る
の
は
、
全
国
平
均
で
四
一
六
○

人
に
一
人
の
割
合
と
な
っ
た
（
表
２
参
照
）
。
地
方
裁
判
所
別
で
は
、
大
阪
の

管
轄
が
最
も
高
確
率
で
、
二
五
六
○
人
に
一
人
が
、
反
対
に
最
も
低
い
の
は

金
沢
で
、
’
四
八
○
○
人
に
一
人
と
い
う
結
果
で
あ
る
（
７
）
。
地
域
に
よ
っ

て
こ
れ
程
差
が
開
く
の
は
、
裁
判
員
に
就
任
す
る
権
利
を
平
等
に
保
障
し
て

い
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
、
憲
法
一
五
条
一
項
及
び
一
四
条
一
項
に
反
す
る

疑
い
が
あ
る
。

従
来
、
二
票
の
格
差
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
訴
訟
も
多
く
提
起
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
、
衆
議
院
の
議
員
定
数
に
関
し
て
最
高
裁
判
所
は
、

五
対
一
（
最
大
判
一
九
七
六
年
四
月
一
四
日
民
集
一
一
一
○
巻
一
一
一
号
二
一
一
一
一
一
頁
）
、

四
．
四
○
対
一
（
最
大
判
一
九
八
五
年
七
月
一
七
日
）
と
い
う
不
均
衡
に
対

し
、
そ
れ
ぞ
れ
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
裁
判
員
選
任
に
お
け
る
六
対
一
と

い
う
差
に
つ
い
て
は
、
参
政
権
の
平
等
な
保
障
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
や
は

り
憲
法
に
反
す
る
と
い
う
よ
り
他
は
無
か
ろ
う
。

七
一
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Ⅲ
司
法
権
の
独
立

憲
法
七
六
条
一
項
は
、
「
す
べ
て
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
」
と
定
め
る
。
こ
の

条
項
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
、
主
に
陪
審
制
と
の
関
連
で
解
釈
が
分
か
れ
て

き
た
。
一
つ
は
、
陪
審
制
の
採
用
を
憲
法
は
認
め
て
い
な
い
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
七
九
条
及
び
八
○
条
か
ら
も
、
司
法
権
は
す

べ
て
裁
判
所
の
行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
裁
判
所
は
職

業
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
裁
判
官
が
陪

表２裁判員候補者となる割合（地方裁判所別）

大阪 金沢

千葉

秋田

名古屋

最高裁判所ホームページ内｢地方裁判所別に想定される裁判員

候補者数とその選挙人名簿登録者数に占める割合の試算表(平
成１８年)をもとに作成。

審
の
決
定
に
縛
ら
れ
る
の
は
、
「
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」

と
し
た
憲
法
七
六
条
三
項
に
反
す
る
も
の
で
、
裁
判
官
の
独
立
を
侵
す
と
す

る
。
ち
な
み
に
、
旧
陪
審
法
は
、
裁
判
所
が
「
陪
審
ノ
答
申
ヲ
不
当
卜
認
ム

ル
ト
キ
ハ
」
、
他
の
陪
審
の
評
議
に
付
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
（
陪

審
の
更
新
同
法
九
五
条
）
。
も
う
一
つ
は
、
憲
法
は
陪
審
制
を
是
認
し
て
い

る
と
す
る
立
場
で
、
司
法
権
は
す
べ
て
裁
判
所
に
属
す
る
と
し
た
規
定
は
、

必
ず
し
も
訴
訟
手
続
の
全
般
に
わ
た
っ
て
裁
判
官
以
外
の
者
の
関
与
を
認
め

な
い
趣
旨
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

上
述
し
た
議
論
は
、
裁
判
員
制
度
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
ろ
う
。
通

説
的
見
解
で
あ
る
後
者
は
、
「
被
告
人
に
陪
審
を
辞
す
る
自
由
が
認
め
ら
れ
、

か
つ
、
裁
判
官
が
結
論
を
下
す
と
い
う
建
前
を
崩
さ
な
い
な
ら
ば
」
と
い
う
条

件
付
き
で
陪
審
制
の
合
憲
性
を
認
め
て
い
る
点
は
、
重
要
で
あ
る
（
８
）
。
つ

ま
り
、
陪
審
制
違
憲
説
・
合
憲
説
い
ず
れ
の
見
地
か
ら
も
等
し
く
、
裁
判
員

制
に
つ
い
て
は
、
憲
法
七
六
条
．
七
九
条
．
八
○
条
に
反
す
る
と
い
う
結
論

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
面
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
に
、
職
業
裁
判

官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た
一
一
一
二
条
及
び
一
一
一
七
条
一
項
に
も

反
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
憲
法
は
、
裁
判
官
に
対
し
、
極
め
て
強
固
な
身
分
保
障
を
し
て

い
る
。
執
務
不
能
の
裁
判
若
し
く
は
公
の
弾
劾
に
よ
る
場
合
の
他
、
罷
免
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
行
政
機
関
が
そ
の
懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
て
い
る
（
同
法
七
八
条
）
。
ま
た
、
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
、
か
つ
、

在
任
中
は
減
額
さ
れ
な
い
（
同
法
七
九
条
六
項
・
八
○
条
二
項
）
。

一
方
裁
判
員
は
、
裁
判
官
と
同
様
に
、
「
事
実
の
認
定
」
・
「
法
令
の
適
用
」
・

「
刑
の
量
定
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
裁
判
員
法
六
条
一
項
）
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
同
制
度
の
導
入
過
程
に
於
い
て
、
そ
の
身
分
保
障
と
い
う
面

か
ら
の
議
論
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
裁
判
員
法
及
び

二
○
○
七
年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す

る
規
則
」
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
は
、
「
裁
判
員
等
の
保

七

割合が高い地域 害Ｉ合が低い地域

大阪 0.24～049％ 金沢 0.04～0.08％

千葉 0.24～0.48％ 大分 0.07～0.14％

津 0.20～0.40％ 松江 0.07～０．１５％

高松 0.19～０３８％ 秋田 0.08～0.16％

名古屋 0.19～０３８％ 釧路 ００８～０．１６％
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護
の
た
め
の
措
置
」
と
し
て
、
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
（
同
法
一
○
○
条
）

や
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
手
立
て
（
同
法
一
○
一
・
’
○
二
条
、
同
規
則

四
七
条
）
を
定
め
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
面
で
は
、
裁
判
員
及
び
補

充
裁
判
員
に
は
一
万
円
以
内
、
裁
判
員
候
補
者
に
は
八
千
円
以
内
と
い
う
一

日
当
た
り
の
日
当
と
（
同
規
則
七
条
）
、
旅
費
の
支
給
に
付
い
て
規
定
す
る
に

す
ぎ
な
い
（
同
規
則
六
・
八
・
九
条
）
。

要
す
る
に
裁
判
員
は
、
身
分
が
保
障
さ
れ
な
い
の
に
、
事
件
毎
と
は
言
え
、

裁
判
官
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
重
い
職
責
を
果
た
す
こ
と
が
強
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
評
議
の
秘
密
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を

漏
ら
し
た
と
き
」
に
は
、
六
ヶ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
○
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
る
。
「
評
議
の
秘
密
」
に
は
、
「
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
員
の
意

見
ま
た
は
そ
の
多
少
の
数
」
も
含
ま
れ
、
（
同
法
一
○
八
条
）
こ
の
守
秘
義
務

は
、
生
涯
負
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
は
、
公
正
な
裁
判
の
実
現
と
い
う
重
要
な
要
請
を
実
現
す
べ
く
、
司

法
権
の
独
立
を
厳
格
に
定
め
、
実
際
に
裁
判
を
担
う
裁
判
官
の
身
分
を
強
く

保
障
し
た
。
換
言
す
る
な
ら
、
金
銭
面
を
も
併
せ
、
独
立
し
た
地
位
を
確
保

し
て
初
め
て
、
裁
判
と
い
う
重
責
を
充
分
に
果
た
し
得
る
の
で
あ
る
。
『
意
見

書
』
は
も
と
よ
り
、
裁
判
員
法
、
最
高
裁
判
所
規
則
は
、
裁
判
官
と
比
較
し
、

裁
判
員
に
は
そ
の
身
分
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
矛
盾
に
関
し
、
何
等
説
明
を
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
員
に
「
事

実
の
認
定
」
・
「
法
令
の
適
用
」
・
「
刑
の
量
定
」
を
行
わ
せ
る
の
は
酷
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
裁
判
官
の
独
立
を
侵
害
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
導
入
を
目
指
し
て
、
最
高
裁
判
所
と
共
に
、

法
務
省
や
内
閣
府
が
展
開
し
て
い
る
「
広
報
・
啓
発
」
活
動
に
付
い
て
も
、

司
法
権
の
独
立
を
侵
し
て
い
る
疑
い
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
法
務

省
、
最
高
裁
判
所
及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
で
構
成
す
る
「
裁
判
員
制
度
広

報
推
進
協
議
会
」
は
、
「
裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
行
動
計
画
」

を
策
定
し
、
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・
配
布
、
模
擬

裁
判
、
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
広
報
用

映
画
や
ビ
デ
オ
の
作
成
に
も
熱
心
で
、
「
評
議
」
、
「
ぼ
く
ら
の
裁
判
員
物

語
」
・
「
裁
判
員
選
ば
れ
、
そ
し
て
見
え
て
き
た
も
の
」
（
最
高
裁
判
所
）
、

「
裁
判
員
制
度
１
１
も
し
も
あ
な
た
が
選
ば
れ
た
ら
－
Ｊ
、
「
総
務
部
総
務

課
山
口
六
平
太
裁
判
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
じ
め
ま
す
！
」
（
法
務
省
）

等
が
あ
り
、
上
映
や
貸
し
出
し
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
（
９
）
。
二
○
○
七

年
六
月
の
新
聞
は
、
但
木
敬
一
検
事
総
長
が
、
昭
和
女
子
大
に
赴
き
、
「
日

本
人
と
司
法
参
加
」
と
題
し
た
特
別
講
義
を
行
っ
た
旨
を
報
じ
て
い
る
（
Ⅵ
）
。

問
題
な
の
は
、
こ
う
い
っ
た
「
広
報
・
啓
発
」
活
動
を
、
裁
判
所
だ
け
で
は

な
く
、
行
政
府
が
率
先
し
て
実
施
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
裁
判
員

は
、
裁
判
に
参
加
し
、
裁
判
官
と
同
様
の
任
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
裁
判
に
関
す
る
権
限
は
全
て
、
裁
判
所
に
属
す
る
の
で
あ
る
（
憲
法
七
六

条
一
項
）
。
憲
法
は
、
例
え
「
広
報
・
啓
発
」
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て

も
、
行
政
権
が
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
司
法
権
の
独
立
を
害
す
る

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註

（
１
）

（
２
）

（
３
）

〆■、〆＝へ〆＝へグー、

７６５４
、－〆、－〆、＝〆、-=

（
８
）

（
９
）

日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
七
年
四
月
二
一
日
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
前
掲
書
」
。

高
山
俊
吉
『
裁
判
員
制
度
は
い
ら
な
い
』
〔
二
○
○
六
年
、
講

談
社
〕
’
六
一
頁
。

西
野
「
前
掲
書
』
’
八
九
頁
以
下
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
前
掲
書
」
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
前
掲
書
」
。

日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
八
月
一
四
日
、

言
亘
へ
言
二
量
・
⑫
シ
一
因
シ
已
巨
８
月
、
．
、
。
」
豆
の
三
Ｑ
・
｝
且
害
①
。
ｂ
＆

樋
口
Ⅱ
佐
藤
Ⅱ
中
村
Ⅱ
浦
部
『
前
傾
書
』
二
四
○
頁
。

ゴ
耳
口
一
一
三
三
三
・
○
シ
の
．
、
。
」
己
今
で
一
ｍ
の
一
ｍ
シ
六
口
へ
、
シ
団
シ
ミ
ｓ
Ｓ
三
・
日
由

七
四
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以
上
、
裁
判
員
制
度
に
関
し
、
被
告
人
と
、
裁
判
員
及
び
裁
判
員
資
格
者

の
人
権
と
い
う
見
地
か
ら
、
検
討
を
し
て
き
た
。
同
制
度
は
、
既
に
指
摘
の

あ
る
よ
う
に
、
「
違
憲
の
デ
パ
ー
ト
」
た
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
（
１
）
。
他
に

も
論
点
は
山
積
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
と
裁
判
員
へ
の

接
触
禁
止
（
裁
判
員
法
七
三
条
）
を
巡
っ
て
は
、
報
道
の
自
由
と
の
関
連
で
、

重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
裁
判
に
関
す
る
報
道
が
制
限
さ
れ
れ
ば
、
公

正
な
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
情
報
を
国
民
か
ら
遠
ざ

け
、
国
民
に
よ
る
司
法
の
監
視
を
弱
め
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
現
在
の
事

件
報
道
の
あ
り
方
に
議
論
は
あ
る
が
、
報
道
に
は
冤
罪
防
止
な
ど
の
機
能
も

あ
る
。
取
材
、
報
道
を
規
制
す
る
だ
け
で
は
密
室
司
法
に
つ
な
が
る
。
司
法

の
ル
ー
ル
は
大
切
だ
が
、
裁
判
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
報

道
と
司
法
は
役
割
は
異
な
る
」
と
い
う
田
島
泰
彦
教
授
の
指
摘
は
正
当
で
あ

ろ
う
（
２
）
。

ま
た
、
裁
判
員
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
法
務
省
や
最
高
裁
判
所
、
文
部
科

学
省
が
推
進
す
る
「
法
教
育
」
に
つ
い
て
も
、
疑
問
で
あ
る
。
「
法
教
育
」
は
、

「
法
や
司
法
制
度
は
、
本
来
は
、
法
律
専
門
家
の
み
な
ら
ず
国
民
全
体
が
支

え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
上
、
今
後
は
、
司
法
参
加
の
拡
充
に
伴
い
、
国
民
が

司
法
の
様
々
な
領
域
に
能
動
的
に
参
加
し
そ
の
た
め
の
負
担
を
受
け
入
れ
る

と
い
う
意
識
改
革
も
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
教
育
を
始
め
と

す
る
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
司
法
の
仕
組
み
や
働
き
に
関
す
る
国
民
の
学

最
高
裁
判
所
、
法
務
省
い
ず
れ
が
作
成
し
た
も
の
に
も
、
有
名

俳
優
等
が
出
演
し
て
い
る
。
中
で
も
「
裁
判
員
制
度
」
で
は
、
野

沢
大
三
元
法
務
大
臣
ご
自
身
が
裁
判
員
制
度
の
一
人
を
演
じ
て
お

り
、
〃
傑
作
〃
で
あ
る
。

（
川
）
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
七
年
六
月
一
二
日
夕
刊
。

四
お
わ
り
に

習
機
会
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
教
育
関
係
者
の
み

な
ら
ず
、
法
曹
関
係
者
も
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」

と
し
て
、
「
司
法
教
育
の
充
実
」
を
主
張
し
た
『
意
見
書
」
に
端
を
発
す
る

と
思
わ
れ
る
（
３
）
。

法
務
省
・
法
教
育
研
究
会
が
作
成
し
た
「
は
じ
め
て
の
法
教
育
」
を
初
め

と
し
て
（
４
）
、
各
弁
護
士
会
等
が
、
既
に
多
数
の
教
材
を
発
表
・
公
刊
し
て

お
り
（
５
）
、
ま
た
、
実
際
に
授
業
を
行
う
学
校
も
出
て
き
て
い
る
（
６
）
。

こ
れ
ら
教
材
の
多
く
に
共
通
す
る
問
題
は
、
法
と
ル
ー
ル
を
混
同
し
て
お
り
、

「
法
教
育
」
は
、
実
質
に
於
い
て
道
徳
教
育
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
点
で
あ
る
（
７
）
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
機
縁
と
し
て

本
格
化
し
つ
つ
あ
る
「
法
教
育
」
は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
に
か
、
規
範
教

育
に
陥
る
傾
向
を
多
分
に
示
し
て
お
り
、
法
の
支
配
原
理
か
ら
も
、
極
め
て

危
険
で
あ
る
。
法
教
育
を
規
範
教
育
の
部
分
の
如
く
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、

い
み
じ
く
も
、
教
育
再
生
会
議
が
、
「
高
い
規
範
意
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」

と
し
て
「
徳
育
」
の
教
科
化
を
提
言
し
た
同
じ
報
告
書
の
中
で
、
「
法
教
育
」

の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
（
８
）
、
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

規
律
の
重
視
は
、
新
教
育
基
本
法
が
掲
げ
る
「
道
徳
心
」
・
「
責
任
」
・
「
公
共

の
精
神
」
（
同
法
二
条
）
、
ひ
い
て
は
、
自
民
党
新
憲
法
草
案
に
お
け
る
「
公

益
」
・
「
公
の
秩
序
」
の
最
優
先
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
案
一
二
条
）
。

と
こ
ろ
で
、
法
務
省
は
、
一
一
○
○
七
年
九
月
一
三
日
、
新
司
法
試
験
の
合

格
者
一
八
五
一
人
を
発
表
し
た
。
昨
年
度
よ
り
も
八
四
二
人
増
加
し
て
お
り
、

受
験
者
総
数
四
六
○
七
人
に
対
す
る
合
格
率
は
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
る

（
９
）
。
周
知
の
よ
う
に
、
法
曹
養
成
制
度
の
変
革
は
、
裁
判
員
制
度
の
創
設

と
共
に
、
司
法
「
改
革
」
の
大
き
な
柱
で
あ
る
。
今
後
は
、
「
法
科
大
学
院
で

粗
製
乱
造
さ
れ
た
」
法
曹
が
裁
判
に
携
わ
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
（
四
。
国

選
弁
護
人
契
約
弁
護
士
し
か
国
選
弁
護
を
担
当
で
き
な
い
と
い
う
「
改
革
」

と
も
相
俟
っ
て
、
裁
判
員
制
度
は
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
と
な
り
兼
ね
な
い
状

七
五
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に
あ
る
。
憲
法
に
反
し
、
「
司
法
へ
の
国
民
参
加
」
の
名
の
下
、
国
民
に
裁

判
の
責
任
を
負
わ
せ
る
同
制
度
は
、
実
施
前
に
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

司
法
「
改
革
」
と
教
育
「
改
革
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
審
議
会
等

の
構
成
員
か
ら
し
て
、
あ
た
か
も
財
政
・
構
造
改
革
の
両
輪
で
も
あ
る
か
の

如
き
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
自
民
党
の
新
憲
法
草
案
が
、
前
文
で
、

「
自
由
か
つ
公
正
で
活
力
あ
る
社
会
の
発
展
」
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
、

象
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
改
革
及
び
教
育
改
革
は
、
決
し
て

経
済
改
革
の
僕
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

言
ロ
ミ
ミ
ヨ
員
Ｂ
ａ
・
叩
・
宣
め
ど
国
シ
ｚ
三
三
三
“
シ
苗
舌
］
一
Ｆ
ご
・
星
三
目
一

（
５
）
横
浜
弁
護
士
会
『
法
教
育
テ
キ
ス
ト
～
身
近
な
ル
ー
ル
を
つ
く
る

～
実
践
□
『
□
付
き
』
〔
二
○
○
六
年
〕
、
橋
本
康
弘
Ⅱ
野
坂
佳
生
編

著
『
〃
法
〃
を
教
え
る
』
〔
二
○
○
六
年
、
明
治
図
書
〕
等
。

（
６
）
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
六
年
一
月
二
七
日
、
一
一
○
○
六
年
一
一
月

グー、グー､グー、〆￣、

４３２１
，－〆、－〆、－〆、－〆

（
９
）
東
京
新
聞
二
○
○
七
年
九
口

（
川
）
西
野
「
前
掲
書
」
一
一
六
頁
。

（
７
）

（
８
）

ｊ
ｂ
裁
判
員
！
」

西
野
『
前
掲
書
』
九
○
頁
。

日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
七
年
六
月
二
五
日
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
『
前
掲
書
」
。

法
教
育
研
究
会
編
『
は
じ
め
て
の
法
教
育
」
〔
二
○
○
五
年
、
ぎ
よ

う
せ
い
〕
、
法
教
育
推
進
協
議
会
箸
『
は
じ
め
て
の
法
教
育
Ｑ
＆
Ａ
』

〔
二
○
○
七
年
、
ぎ
よ
う
せ
い
〕
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
あ
な
た

註

二
四
日
。

〔
二
○
○
七
年
六
月
〕
。

東
京
新
聞
二
○
○
七
年
九
月
一
四
日
。

例
え
ば
、
橋
本
Ⅱ
野
坂
「
前
掲
書
』
二
五
頁
以
下
。

教
育
再
生
会
議
第
二
次
報
告
「
社
会
総
が
か
り
で
教
育
再
生
を
」

七

六


